
  

新居浜市介護保険給付における受領委任払制度実施要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、介護保険における保険給付費のうち償還払となる給付について、

受領委任払制度を実施することにより、居宅要介護被保険者等の一時的な経済的負担

の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法（平成９年法律第１２３

号。以下「法」という。）及び新居浜市介護保険条例施行規則（平成１４年新居浜市

規則第１５号。以下「施行規則」という。）において使用する用語の例による。  

２  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。  

（１）居宅要介護被保険者等  居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者をいう。  

（２）事業者  特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び特定介護予防福祉

用具販売に係る指定介護予防サービス事業者並びに住宅改修費の支給対象となる住

宅改修を施工する事業者をいう。  

（３）受領委任払制度  居宅要介護被保険者等から保険給付費の受領に係る権限の委任

を受けた事業者が、当該居宅要介護被保険者等に代わり保険給付費を受領する制度

をいう。  

（対象保険給付費）  

第３条  受領委任払制度の対象となる保険給付（以下「対象保険給付費」という。）は、

特定福祉用具購入費及び住宅改修費とする。  

（対象者）  

第４条  受領委任払制度の対象となる者（以下「対象者」という。）は、対象保険給付

費の支給対象となる居宅要介護被保険者等であって、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。  

（１）市の介護保険被保険者資格を有すること。  

（２）次条第１項の登録を受けた事業者（以下「受領委任払取扱事業者」という。）か



ら福祉用具を購入した者又は受領委任払取扱事業者により住宅改修を行った者であ

ること。  

（３）法第６６条第１項に規定する支払方法変更の記載を受けていないこと。  

（４）法第６７条第１項又は法第６８条第１項の規定による保険給付差止めの記載を受

けていないこと。  

（５）法第６９条第１項に規定する給付額減額等の記載を受けていないこと。  

（受領委任払取扱事業者の登録等）  

第５条  市長は、受領委任払制度の適用を受けることができる事業者の登録を行うもの

とする。  

２  登録を受けようとする事業者は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。  

（１）市に事業所を有する法人、または市に住所を有する個人事業者であること。  

（２）登録を受けようとする年度の前年４月１日から登録の申請を行うまでの間に、登

録を受けようとする特定福祉用具の販売または住宅改修費の支給対象となる住宅改

修工事を行っていること。  

（３）新居浜市暴力団排除条例（平成２３年新居浜市条例第２９号）第６条に掲げる措

置要件に該当する者でないこと。  

（４）役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員（執行役員

を含む））が、新居浜市暴力団排除条例第２条の（１）から（３）に該当する者で

ないこと。  

３  事業者は、第１項に規定する登録を受けようとするときは、事業者ごとに介護保険

受領委任払取扱事業者登録申請書（様式第１号）に介護保険受領委任払に係る誓約書

（様式第２号。以下「誓約書」という。）を添えて、市長に申請しなければならない。  

  但し、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として登録済みの

事業者については、第１項による登録が有るものとみなす。  

４  市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録すること

が適当と認めたときときは、介護保険受領委任払取扱事業者登録通知書（様式第３号）

により、登録することが不適当と認めたときは介護保険受領委任払取扱事業者不登録

通知書（様式第４号）により通知するものとする。  

（登録内容の公表）  



第６条  市長は、前条第１項に規定する登録を行ったときは、次に掲げる事項を公表す

るものとする。  

（１）事業所登録番号  

（２）受領委任払取扱事業者の名称、所在地及び代表者名  

（３）事業所の名称及び所在地  

（４）対象保険給付費の種別  

２  前項の規定による公表は、市ホームページに掲載することにより行うものとする。  

（登録の変更等）  

第７条  受領委任払取扱事業者は、前条第１項各号に掲げる事項に変更があったときは、

速やかに介護保険受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書（様式第５号）により市

長に届け出なければならない。  

２  受領委任払取扱事業者は、登録した事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、

速やかに介護保険受領委任払取扱事業者廃止等届出書（様式第６号）により市長に届

け出なければならない。  

（登録の取消し）  

第８条  市長は、受領委任払取扱事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合

は、登録を取り消すことができる。  

（１）誓約書に掲げる遵守事項に違反したとき  

（２）受領委任払取扱事業者の責めに帰すべき事由により、対象者の身体、財産等に損

害を与えたとき  

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が受領委任払取扱事業者として不適当と認めた

とき  

２  市長は、前項の規定により登録の取消しを行ったときは、介護保険受領委任払取扱

事業者登録取消通知書（様式第７号）により当該事業者に通知するものとする。  

（申請等）  

第９条  受領委任払制度を利用しようとする対象者は、受領委任払取扱事業者に対象保

険給付費の受領に関する権限を委任しなければならない。  

２  受領委任払制度を利用しようとする対象者は、当該対象保険給付費が特定福祉用具

購入費の場合にあっては施行規則第１１条に規定する申請書に、住宅改修費の場合に



あっては施行規則第１２条に規定する申請書に、受領委任払い制度の利用であること

を明記して、市長に申請しなければならない。  

（対象保険給付費の代理受領）  

第１０条  前条第１項の規定により委任を受けた受領委任払取扱事業者は、対象者に代

わり対象保険給付費の支払を受けることができる。  

２  前項の規定による支払があったときは、対象者に対し対象保険給付費の支給があっ

たものとみなす。  

（返還）  

第１１条  市長は、受領委任払取扱事業者が偽りその他の不正な手段により対象保険給

付費の支給を受けたときは、当該対象保険給付費の全部又は一部を返還させるものと

する。  

（その他）  

第１２条  この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和６年１０月１日から施行し、第５条の規定は令和６年９月２１日

から適用する。  



様式第１号（第５条関係） 

介護保険受領委任払取扱事業者登録申請書 

  年  月  日 

 

（宛先）新居浜市長 

 

所在地 

事業者名称 

代表者職氏名 

 

 介護保険受領委任払取扱事業者の登録を受けたいので、新居浜市介護保険給付における

受領委任払制度実施要綱第５条第３項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

フリガナ 

事業所の名称 

 

 

フリガナ 

代表者氏名 

 

 

事業所の所在地 
 

電話番号  ＦＡＸ番号  

登録を受けようとする保険給付費の種別 
 

 

介護保険事業所番号 

（福祉用具購入費等の登録を受ける場合のみ記入

すること。） 

          

振

込

口

座 

金融機関コード     支店コード    

金融機関名 

銀行 

農協 

金庫 

支店名 

本 店 

支 店 

出張所 

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号        

フリガナ 

口座名義人 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

誓 約 書 

  年  月  日 

 

（宛先）新居浜市長 

 

所在地 

事業者名称 

代表者職氏名 

 

介護保険受領委任払取扱事業者の登録の申請に当たり、次に掲げる事項を遵守することを誓

約します。 

また、登録要件の確認などについて、必要な場合には、新居浜警察署など関係機関へ照会す

ることを承諾します。 

 

 （関係法令等の遵守） 

１ 関係法令、新居浜市介護保険給付における受領委任払制度実施要綱（以下「関係法令等」

という。）及び居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について（平成 12年３

月８日老企発第 42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（対象保険給付費が住宅改修費

等である受領委任払取扱事業者に限る。）を遵守すること。 

（公表の同意） 

２ 登録を受けた事業所の名称、所在地等について、市が居宅要介護被保険者等、指定居宅

介護支援事業者、指定介護予防支援事業者等に対し情報提供（市ホームページへの掲載等）

を行うことに同意すること。 

（サービス提供拒否の禁止） 

３ 正当な理由なく、受領委任払制度による保険給付サービスの提供を拒まないこと。 

（費用徴収の禁止） 

４ 受領委任払制度を利用するに当たって、当該手続に係る費用を居宅要介護被保険者等か

ら徴収しないこと。 

  また、居宅要介護被保険者等から徴収する利用者負担額についても、これを減免し、又

は超過して徴収してはならないこと。 

 （関係機関等との連携） 

５ 登録を行う事業（以下「事業」という。）の実施に当たっては、新居浜市、指定居宅介護

支援事業者、地域包括支援センターその他関係機関との連携に努めること。 

 （受領委任払制度の説明と同意） 

６ 居宅要介護被保険者等に対し、保険給付費の支給について、償還払制度又は受領委任払

制度のいずれについても対応可能である旨を丁寧に説明し、受領委任払制度を適用する場

合は、当該居宅要介護被保険者等の十分な理解のもと、同意を得ること。 

（見積書記載事項） 

７ 居宅要介護被保険者等に提示する見積書については、次に掲げる事項を記載すること。 



（１）福祉用具購入費又は住宅改修費の費用額 

（２）受領委任払により、受領委任払取扱事業者に支給されることとなる保険給付費額 

（３）保険給付費対象費用に係る利用者負担額及び保険給付費対象費用外となる利用者負

担額 

（書類の保管） 

８ 事業に関する書類を整備し、保険給付費の支払を受けた日から５年間保存すること。 

（通知） 

９ 保険給付費を受領委任払制度により受けようとする居宅要介護被保険者等が、不正な行

為により当該保険給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なくその旨を市

長に通知すること。 

（事業の是正） 

１０ この遵守事項に違反し、その是正等について市長から指導を受けたときは、直ちにこ

れに従うこと。 

 （苦情処理） 

１１ 居宅要介護被保険者等から事業に対し、苦情又は相談があった場合は、誠実、円滑か

つ迅速に対応すること。 

なお、受領委任払取扱事業者において処理し得ない内容については、関係機関等との協

力により、適切な方法を検討し、対応すること。 

（損害賠償） 

１２ 事業の実施において、受領委任払取扱事業者の責めに帰すべき事由により居宅要介護

被保険者等の生命、身体、財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、居宅要

介護被保険者等に対し、その損害を賠償すること。 

（秘密保持） 

１３ 受領委任払取扱事業者の従業員及び従業員であった者は、業務上、直接又は間接に知

り得た居宅要介護被保険者等及びその家族に関する個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。 

登録に係る事業を廃止、若しくは休止し、又は登録を辞退、若しくは取り消された後も

同様とする。 

 

 



 

様式第３号（第５条関係） 

介護保険受領委任払取扱事業者登録通知書  

新福介第     号 

  年  月  日  

  

            様  

  

新居浜市長        

 

     年  月  日付けで申請のあった受領委任払取扱事業者の登録については、下記のとお

り登録することとしたので、新居浜市介護保険給付における受領委任払制度実施要綱第

５条第４項の規定により通知します。  

  

記  

  

事業所登録番号    

事業者  

名称    

所在地    

代表者氏名    

事業所  

名称    

所在地    

対象保険給付費の別    

登録年月日  年    月    日  

  

 

 

 

 

 

 

  



    

様式第４号（第５条関係） 

介護保険受領委任払取扱事業者不登録通知書  

新福介第     号 

  年  月  日  

  

            様  

  

新居浜市長        

 

     年  月  日付けで申請のあった介護保険受領委任払取扱事業者の登録については、下

記のとおり登録しないこととしたので、新居浜市介護保険給付における受領委任払制度

実施要綱第５条第４項の規定により通知します。  

   

記  

  

事業所の名称    

事業所の所在地    

登録しない理由    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

介護保険受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書 

  年  月  日 

 

（宛先）新居浜市長 

 

所在地 

事業者名称 

代表者氏名 

 

 介護保険受領委任払取扱事業者の登録事項に変更があったので、新居浜市介護保険給付

における受領委任払制度実施要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

事業所登録番号  

変

更

前 

事業所の名称  

事業所の所在地  

対象保険給付費の別  

変更があった事項 

（該当する項目番号に○印を付

すこと。） 

変更の内容 

１ 事業所の名称  

２ 代表者氏名  

３ 事業所の所在地  

４ 電話番号又はＦＡＸ番号  

５ 振込先口座  

６ その他  

 

 



様式第６号（第７条関係） 

介護保険受領委任払取扱事業者廃止等届出書 

年  月  日  

 

（宛先）新居浜市長 

 

所在地 

事業者名称 

代表者氏名 

 

下記のとおり登録に係る事業を（廃止・休止・再開）したので、新居浜市介護保険給付

における受領委任払制度実施要綱第７条第２項の規定により届け出ます 

 

記 

 

事業所登録番号  

事業所の名称 
 

事業所の所在地 
 

廃止・休止・再開の別 廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開 

廃止・休止・再開する 

保険給付費の種別 
 

廃止・休止・再開年月日     年    月    日 

廃止又は休止の理由  

休止予定期間 

（休止の場合に限る。） 
  年  月  日から  年  月  日まで 

 

 

 



   

様式第７号（第８条関係） 

介護保険受領委任払取扱事業者登録取消通知書  

新福介第     号 

  年  月  日  

  

            様  

  

新居浜市長        

 

     年  月  日付け   第  号で通知した介護保険受領委任払取扱事業者の登録につい

て、下記のとおり取り消したので、新居浜市介護保険給付における受領委任払制度実施

要綱第８条第２項の規定により通知します。  

  

記  

  

事業所登録番号    

事業所の名称    

事業所の所在地    

代表者職氏名    

取消年月日  年    月    日  

取消の理由    

  


